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イ　予定建築物の用途 
開発行為にあたって、予定されている建築物又は特定工作物の用途の記載は、建築物にあっ

ては［表２．１］で示す区分の｢ハ｣の例による。 
ウ　工事完了予定年月日 

開発許可後の進行管理上必要であり、記載されていることを確認する。 
エ　「自己の居住の用に供するもの、自己の業務の用に供するもの、その他のもの」の別 

自己の居住用、自己の業務用あるいはその他のものの別を明らかにする必要がある。自己の

居住用の開発行為、自己の業務の用に供する開発行為とそれ以外の開発行為とでは、それぞれ

法第 33 条の開発許可の基準の適用が異なっているからである。 
これについては、［表３．３］の区分を参考にする。 

②  設計図の作成 
省令第 16 条第 2 項の設計図は、［表３．６］の定めるところにより、Ｐ41 の「申請図書の凡

例一覧表」を参考に作成する。 
 

(3)  開発許可の変更（法第 35 条の 2） 

開発許可の内容を変更する場合には、法第 35 条の 2 の規定により、変更許可申請又は届出を行

わなければならない。 

①  変更許可の対象 
ア　開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域又は工区）の位置、区域、規模 
イ　開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途 
ウ　開発行為に関する設計 
エ　工事施行者（ただし、みなし許可※にかからない自己の居住用、自己の業務用（小）を除く。） 

※　みなし許可とは、宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）の許可対象工事のうち、開発許

可を受けて行われる工事は、盛土規制法による許可を受けたものとみなす（盛土規制法第 15 条第 2 項）。 
オ　自己用・非自己用、居住用・業務用の別 
カ　市街化調整区域において行う開発行為について、当該開発行為が該当する法第 34 条の各号

及びその理由 
キ　資金計画 

　　　　ただし、開発行為に関する設計変更が複数回となるが頻繁に変更される場合は、予め開発行為

許可に係る設計変更協議書（例規・様式編 P77 参考様式第 1 号）を提出することで 2 回までは

逐一変更許可申請を行わなくとも一括して変更許可申請を行うことができるものとする。 
②  変更届の対象 
ア　予定建築物の敷地の形状の変更（例えば、敷地と敷地の境界線の変更等） 

 
（注）許可の対象となるのは、開発許可後で完了公告前における変更である。

 
（注）予定建築物の敷地の規模の 10 分の 1 以上の増減を伴うもの及び住宅以外の建築物又

は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が 1,000 ㎡以上
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(備　考) 
 

(1)  農林漁業用建築物 

農林漁業とは、日本標準産業分類による「Ａ－農業」、「Ｂ－林業」、「Ｃ－漁業」の範囲とし、季

節的なものであっても含まれるものとするが、家庭菜園等生業としないものは該当しない。政令第

20条で定める農林漁業用建築物は、次のとおりである。 
①  畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人口授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設、農
作業舎、魚類畜養施設、米麦乾燥調整貯蔵施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜

集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設など農産物、林産物又は水産物の生産又は集

荷の用に供する建築物 
②  堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等
保管施設、漁船用補給施設など農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築

物 
③  家畜診療の用に供する建築物 
④  用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は
索道の用に供する建築物 
⑤  ①から④までのほか、建築面積が 90㎡以内の建築物 
なお、農林漁業用建築物でこれらに該当しないものについての市街化調整区域内での開発行為

は、法第 34条第 4号に該当するものとして許可を得ることとなる。 
 

(2)  農林漁業を営む者の住宅 

「農林漁業を営む者の住宅」とは、農林漁業の範囲に属する業務に直接従事する者をいい、 
・　被傭者を含む 
・　兼業者を含む 
・　臨時的と認められる者は含まない 
・　当該市街化調整区域において、これらの業務に従事する者であることを要する 
ものとする。 

①  「農業を営む者」とは、松江市農業委員会が発行する農業従事者証明を受けられる者とする。
次のいずれかに該当する者とする。 
イ　10a以上の農地について耕作の業務を営む者 
ロ　農業生産法人の構成員で、年間 60日以上農作業に従事している者 
ハ　農業生産法人の構成員で、その法人に 10a以上の農地について所有権若しくは使用収益権を移

転し、又は使用収益権に基づく使用収益をさせている者で、その法人の業務に必要な農作業に主として

従事する者 
なお、次の点に留意すること。 
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②  「漁業、林業を営む者」とは、協同組合が発行する業務を営む者である旨の証明書を受けられ

る者とする。 

 

 *　農業を営む者の耕作面積の確認は、松江市農業委員会が発行する農業従事者証明に

よる。なお、農家住宅として新築した住居に移転し、同居していた親族等と世帯分

離した結果、農業従事者証明の交付を受けることができなくなるような者は、農業

を営む者として扱わない。 
*　住宅建築後に耕作面積が 10a 未満となり、農業を営む者の基準にあてはまらなくな

る場合は、農業を営む者として扱わない。 
*　現に住宅を有しているにもかかわらず、別にもう一軒建築する場合は、建築の必要

性、現住宅の利用・用途を明確にさせる必要がある。

 *　年間従事日数は、取引高（額）等明示された証明書による。 
　現に住宅を有しているにもかかわらず、別にもう一軒建築する場合は、建築の必要

性、現住宅の利用・用途を明確にさせる必要がある。
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※　「○」は必ず添付、「△」は内容によって添付、「×」は添付不要 
※　「(○)」は盛土規制法によるみなし許可の場合添付 
※　「自己業務用大」は面積が 1ha 以上 
※　用紙のサイズはＡ4 判 
※　インデックス等で添付書類が分かるようにすること 

 
12 設計者の資 格申告書 

様式第 5 号

1ha 以上の場合に必要 
Ｐ34［表３．４　設計者の資格］

及び（注）を参照

○ △ △

 

13

資 金 計 画 書 
別記様式第 3 
１ 収支計画 
２ 年度別資金計画 
◇添付書類 
・預金残高証明書（自己資金の場合） 
・融資証明書（借入金の場合） 
・自己の居住用又は１ｈa 未満 

の自己の業務用の場合は不要

融資証明書には以下の内容を明記 
・当該開発行為の資金であること 
・開発区域の地名 
・融資時期（工事着手までに融資

が開始されること） 
融資元が金融機関でない場合は、

融資証明書に融資元の実印を押印

し、印鑑証明書及び預金残高証明

書を添付

○ × ×

 

14

申 請 者 の 資 力 等 
に 関 す る 申 告 書
及び暴力団等に該当しな
い 旨 の 誓 約 書 

様式第 6 号、様式第 6 号の 2

法人の登記事項証明書（個人の場合は

住民票）、納税証明書を添付 
・納税証明書は原則として前年度

分の国税（法人は法人税、個人

は所得税）とする

○
× 

（〇）
× 

（〇）

 
15

工 事 施 行 者 の 
能力に関す る申告書 

様式第 7 号

法人の登記事項証明書、建設業の

許可証明書のコピーを添付
○

× 
（〇）

× 
（〇）

 

16 官 民 境 界 確 認 書

法務局に測量図がある場合は法務

局で取得した測量図と現地の境界

プレートの写真の添付でも可。 
ただし、測量図が世界測地系に基

づき作成されている場合は、測量

図のみでも可。

○ ○ ○

 

17 登 記 事 項 証 明 書

法務局で取得した登記官の証明印

があるもので原則３箇月以内のも

のを添付（正本はコピー不可、副

本はコピーでよい）区域内の土地、

建物の登記事項証明書

○ ○ ○

 

18 現 況 写 真

・開発区域の全景 
（上空からの写真など） 
・開発行為の周囲 
（複数方向から撮影） 
・接続道路 
開発区域は朱線で枠どり

○ ○ ○

 19 そ の 他 市 長 が 
必 要 と 認 め る 図 書

市街化調整区域内の開発行為につ

いては別途定める書類を添付
△ △ △

 20 設 計 図 等 別表のとおり（表３．６） ○ ○ ○
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図書の種類 縮 尺 明 示 す べ き 事 項

 

造 成 計 画 
平 面 図

1/1,000以上

４．がけ又は擁壁の位置 
法面(がけを含む)の位置及び形状 
・擁壁の位置、種類及び高さ 

５．道路の位置、形状、幅員及び勾配 
・道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高 

６．遊水池(調整池)の位置及び形状 
７．予定建築物等の敷地の形状及び計画高 
８．縦横断線の位置及び記号 
９．凡例

 

造 成 計 画 
断 面 図

1/1,000以上

１．造成計画平面図 8．にあたる記号 
２．切土又は盛土をする前後の地盤面 
３．計画地盤面（計画高を明示） 
４．開発区域の境界（朱線） 
５．切土又は盛土の色別

 

排 水 施 設 
計画平面図

1 / 5 0 0 以上

１．開発区域の境界（境界線は朱線で表示。官民境界線、道
路境界線、隣地境界線の別を記載すること。） 

２．排水区域の区域界 
３．排水施設の位置、種類、形状、内のり寸法及び勾配 
・遊水池(調整池)の位置及び形状 
・都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び種類 
・排水管の勾配及び管径 
・マンホールの位置及びマンホール間距離 

４．水の流れの方向 
５．吐口の位置 
６．放流先河川又は水路の名称、位置及び形状 
７．予定建築物等の敷地の形状及び計画高 
８．道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高 
９．法面(がけを含む)又は擁壁の位置及び形状 
10．凡例

 

給 水 施 設 
計画平面図 
※自己の居
住用は除く

1 / 5 0 0 以上 

１．開発区域の境界（境界線は朱線で表示。官民境界線、道
路境界線、隣地境界線の別を記載すること。） 

２．給水施設の位置、形状、内のり寸法 
３．取水方法 
４．消火栓の位置 
５．予定建築物等の敷地の形状 

(排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。)
 

が け の 
断 面 図

1 / 5 0 以 上

１．がけの高さ、勾配及び土質 
(土質の種類が 2種類以上の場合は、それぞれの土質及び
地層の厚さ) 

２．切土又は盛土をする前の地盤面 
３．小段の位置及び幅 
４．がけ面の保護 
・石張り、芝張り、モルタルの吹付け等のがけ面の保
護の方法 

(切土をした土地の部分に生ずる高さが 2mを超えるが
け、盛土をした土地の部分に生ずる高さが 1mを超える
がけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる
高さが 2mを超えるがけについて作成すること。)
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《 法第 34条第 1号の開発行為に関する運用基準 》 

 

 
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３４条第１号に規定する建築物は、次のとおりとする。 
１　市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に

供する公益上必要な建築物 
（１）基準の内容 

※　建築物及び申請地の規模は、事業計画に照らし適正なものであること。 
※　設置及び運営について、関係部局と調整が図られたものであること。 
※　申請者が自ら運営するものであること。 
（２）必要書類 
①事業説明書（事業の内容や施設の利用見込みなど） 
②施設利用者の範囲を示す図面等 
③申請人の資格、免許等に関する書類 
 

２　市街化調整区域における主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供

する日用物品店舗等 
（１）基準の内容 

 法第 34条第 1号 
主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公

益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その

他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発

行為に該当するものであること。

 
種　　別 用途の例示 利用形態

 

１ 学校等
幼稚園、小学校、中学

校、義務教育学校

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する

小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園で、校区が明確

にされているもの

 

２ 医療施設等 診療所、助産所

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に

規定する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所で

あること

 

３
社会福祉施

設等

保育所、老人デイサー

ビスセンター、老人福

祉センター、児童養護

施設等

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条に規定する

社会福祉事業の用に供する施設又は更生保護事業法（平成

７年法律第８６号）第２条第１項に規定する更生保護事業

の用に供する施設等であること。

 

４

地域型保育

給付の対象

となる小規

模保育事業

等

家庭的保育事業、小規

模保育事業若しくは事

業所内保育事業に供す

る施設

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第９

項に規定する家庭的保育事業、同条第１０項に規定する小

規模保育事業若しくは同条第１２項に規定する事業所内保

育事業の用に供する施設等であること。
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［表４．３  市街化調整区域における基準］ 
 法第 34 条該当号 基 準 の 内 容 留 意 事 項 添 付 書 類

 公益上必要な建築
物 
（第１号）

※具体的な基準の内容について
は（第 4節の 3）市街化調整区
域における基準Ｐ44を参照。

※具体的な留意事項に
ついてはＰ44 を参
照。

※具体的な添付書類
についてはＰ44を
参照。

 日 用 品 店 舗 等 
（第１号）

※具体的な基準の内容について
はＰ44を参照。

※具体的な留意事項に
ついてはＰ44 を参
照。

※具体的な添付書類
についてはＰ44 を
参照。

 コンビニエンスス
トア　 
（第１号）

※具体的な基準の内容について
はＰ44参照。

※具体的な留意事項に
ついてはＰ44 を参
照。

 鉱物資源の有効な
利用上必要な建築
物又は第一種特定
工作物 
（第２号）

市街化調整区域内に存する鉱物
の採掘、選鉱その他の品位の向上
処理及びこれと密接不可分な加
工等のための施設であること。 
【例示】 
  日本標準産業分類Ｄ－鉱業に属する
事業（セメント製造業、生コンクリ

ート製造業、砕石製造業等）

・資源の埋蔵、分布等
の状況を示す図面 

・利用目的、利用方法、
利用対象、規模等の
説明書 

 観光資源の有効な
利用上必要な建築
物又は第一種特定
工作物 
（第２号）

①　観光資源の鑑賞のための展
望台その他の利用上必要な施
設、観光価値を維持するために
必要な施設、宿泊又は休憩施設
で必要と認められるものであ
ること。 

②　地元自治体の観光開発計画
に適合するものであること。

・観光資源と称するも
の自体の建築物は該
当しない。

 その他の資源の有
効な利用上必要な
建築物又は第一種
特定工作物 

（第２号）

水資源の利用のための取水、導
水、利水又は浄化施設であるこ
と。

 特別の温度等を必
要とする政令で定
める事業のための
建築物又は第一種
特定工作物 
（第３号）

・政令未制定

 農林漁業用建築物 
（第４号）

法第 29条第 1項第 2号の政令
で定める建築物以外の農林漁業
用建築物であること。

・利用目的、利用方法、
利用対象、規模等の
説明書 
・生産地との関係、取
扱量を示す書類 
・施設配置図 
・建築平面図 
・その他

 農林水産物の処
理、貯蔵又は加工
に必要な建築物又
は第一種特定工作
物 
（第４号）

市街化調整区域内の生産物の
処理、貯蔵、加工のためのもので
あること。 
【例示】  畜産食料品製造業、水
産食料品製造業、野菜缶詰、果実
缶詰、農産保存食料品製造業、動
植物油脂製造業、精穀・製粉業、
砂糖製造業、配合飼料製造業、製
茶業、でん粉製造業、一般製材業、
倉庫業等

・農業協同組合、漁業
協同組合、集荷業者
等の行う集出荷の用
に供されるものにつ
いては、「処理・貯蔵」
に含める。
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 法第 34条該当号 基 準 の 内 容 留 意 事 項 添 付 書 類

 特定農山村地域に
おける農林業等の
活性化のための基
盤整備の促進に関
する法律の規定に
基づき建築される
農林業等活性化基
盤施設に係る建築
物等 
（第５号）

特定農山村地域における農林
業等の活性化のための基盤整備
の促進に関する法律第 9条第 1項
の規定による公告があった所有
権移転等促進計画に定める利用
目的に従って行われる農林業等
活性化基盤施設であること。 
【例示】地域特産物展示販売施
設、農林業体験実習施設等

・申請内容が承認計画
に適合しているかど
うかを審査する。

・承認計画の写し 
・その他

 共同化又は集団化
に寄与する事業の
ための建築物又は
第一種特定工作物 
（第６号）

都道府県が国又は独立行政法
人中小企業基盤整備機構と一体
となって助成する事業であるこ
と。

・本来、市街化区域で
行うべきであり、や
むを得ない事情が認
められるものである
こと。

・事業概要書 
・全体計画 
・その他

 市街化調整区域内
の工場施設の事業
と密接な関連を有
する事業の効率化
を図るための建築
物又は第一種特定
工作物 
（第７号）

「密接な関連を有する」とは、
既存工場に対して自己の生産物
の 50％以上を原料又は部品とし
て納入している場合等具体的な
事業活動に着目して、生産、組立、
出荷等の各工程に関して不可分
一体的の関係にあるものである
こと。

・効率化の判断に当た
っては、既存の事業
の質的改善のほか、
量的拡大が図られる
場合も含める。

・既存工場に関する調
書（業種、業態、工
程、原料、製品名等） 
・申請工場に関する調
書（同上） 
・両工場の事業活動の
各工程における関
連を説明する資料 
・原材料、製品等に関
する輸送計画書 
・その他

 危険物の貯蔵又は
処理のための建築
物又は第一種特定
工作物 
（第８号）

火薬類取締法第 12条に規定す
る火薬庫であるもの。

・火薬類の貯蔵又は処
理に関する概要書 
・施設配置図 
・建築平面図 
・その他

 災害危険区域等に
存する建築物の移
転 
（第８号の２）

市街化調整区域内の災害リス
クが高いエリアにすでに建って
いる建築物を、従前と同一の用途
及び規模で移転するもの。

対象となる区域 
災害危険区域、地すべ
り防止区域、土砂災害
特別警戒区域、浸水被
害防止区域、急傾斜地
崩壊危険区域 
移転前の建築物を引き
続き使用することは認
められない。

 道 路 管 理 施 設 
（第９号）

道路管理者が設置するもので
あること。
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 休 憩 所 
（第９号）

①　自動車の運転手が休憩のた
めに利用できる施設であって、
食堂、喫茶室、飲食物売場等を
含むものとするが、原則として
居住部分を有しないものであ
ること。 

②　国道、主要地方道その他相当
量の交通が見込まれる道路に
接していること。 

③　駐車場は、客席との見合い
で、充分な広さのものが確保さ
れていること。

・いわゆるドライブイ
ンが該当する。 

・宿泊施設は含まない。 
・位置については、市
街化区域からの距
離、類似の建物間の
距離からみて、適切
なものであること。

・営業内容を示す書類 
・施設配置図 
・建築物平面図 
・その他（資格、免許
等を証するもの）

 給 油 所 等 
（第９号）

①　ガソリンスタンド、自動車液
化石油ガススタンドであるもの 
②　国道、主要地方道その他相当
量の交通が見込まれる道路に接
していること。

 法第 34条該当号 基 準 の 内 容 留 意 事 項 添 付 書 類

 火 薬 類 製 造 所 
（第９号）

火薬類取締法第 2条第 1項の火
薬類の製造所であるもの。

・火薬類製造に関す 
る概要書 

・施設配置図 
・建築物平面図 
・その他

 地区計画又は集落
地区計画に適合す
る建築物又は第一
種特定工作物 
（第 10号）

①　地区整備計画又は集落地区
整備計画が定められている区
域であること。 

②　地区計画の内容に適合して
いること。 

※Ｐ45（第 4節の 3）市街化調整
区域における基準を参照。

・集落地区計画決定地
区なし。

 市街化区域に近接
隣接する一定地域
内で条例で定めた
建築物 
（第 11号）

①　市街化区域に隣接し、又は近
接し、かつ自然的社会的諸条件
から市街化区域と一体的な日
常生活圏を構成している地域。 

②　おおむね 50以上の建築物（市
街化区域内に存するものを含
む）が連たんしている地域。 

③　政令で定める基準に従い、条
例で指定する土地の区域内に
おいて行う開発行為で、予定建
築物の用途が、開発区域及びそ
の周辺の地域における環境の
保全上支障があると認められ
る用途として条例に定めるも
のに該当しないもの。 

※Ｐ46（第 4節の 3）市街化調整
区域における基準を参照。

政令で定める基準に
従い、原則以下の土地
を含まないものとす
る。 
・政令第 29条の 9第 1
号から 6号に掲げる
区域 
・災害のおそれのある
地域 
・優良な集団農地その
他長期にわたり農用
地として保存すべき
土地の区域 
・景観を保全すべき区
域
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 条例で区域、目的
又は予定建築物等
の用途を限り定め
た建築物 
（第 12号）

①　開発区域周辺の市街化を促
進するおそれがなく、かつ、市
街化区域内で行うことが困難
又は著しく不適当と認められ
るものであること。 

②  開発審査会の審議を経る定
型的なもので、条例で区域、目
的又は予定建築物の用途を限
定して定めるもの。 
※（第 4節の 3）市街化調整区域
における基準Ｐ50を参照。

政令で定める基準に
従い、原則以下の土地
を含まないものとす
る。 
・政令第 29条の 9第 1
号から 6号に掲げる
区域 
・災害のおそれのある
地域 
・優良な集団農地その
他長期にわたり農用
地として保存すべき
土地の区域 
・景観を保全すべき区
域

 既存権利の届出に
係る建築物又は第
一種特定工作物 
（第 13号）

①　自己用の開発行為を行う場
合であること。 

②　市街化調整区域となった際、
所有権その他の権利を有して
いた者が、市街化調整区域とな
った日から 6ヵ月以内に届出を
したもので、①の目的に従って
市街化調整区域となった日か
ら 5年以内に開発行為を完了す
るものであること。

・開発行為を行うため
農地転用許可を受け
なければならない場
合にあっては、市街
化調整区域となる前
にその許可を受けて
いる必要がある。 
・その他の権利には、
借地権が含まれる。

・既存権利を有してい
たことを証する書
類（土地の登記事項
証明書、農地転用許
可書等） 
・申請者の職業（法人
の場合は業務内容）
に関する書類（自己
の居住用の場合は
除く。） 
・施設配置図 
・建築物平面図 
・その他

 法第 34条該当号 基 準 の 内 容 留 意 事 項 添 付 書 類

 個 別 案 件 
（第 14号）

①　開発区域周辺の市街化を促
進するおそれがなく、かつ、市
街化区域内で行うことが困難
又は著しく不適当と認められ
るものであること。 

②　開発審査会の承認が得られ
たものであること。

・「開発区域周辺の市街
化」とは、建築物が
その周辺区域に建築
されるようなことを
意味する。 

・「市街化区域内で行う
ことが困難又は著し
く不適当と認められ
るもの」とは、市街
化調整区域内に存す
ることに合理的な理
由があるものを言う
のであって、市街化
区域内に所有地がな
いとか、それを取得
できないといった開
発申請者の個人的事
情は含まれない。 
・開発審査会に提案す
る場合の基準は、　
Ｐ54（第 4節の 6）
松江市開発審査会運
用基準を参照のこ
と。
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ⅱ　法第 34条第 11号（条例第 3条及び第 4条）及び第 12号（条例第 6条）に規定するもの。 
ⅲ　既存の建築物を従前の敷地の範囲内で、かつ、同一の用途で延べ床面積が 1.5倍を超えて増
築し、又は改築するもの 

ⅳ  自己の居住の用に供する建築物の附属建築物（車庫・物置）で延べ床面積が 50㎡以内のも
の 
＊地理的要件 

　　　　上記ⅱに該当するものについては、条例第 3条及び第 6条（P46及び P50参照）と同
じ取扱とする。 

　　　　上記ⅲ、ⅳに該当するものについては政令第 8条第 1項第 2号ロからニ（Ｐ46参照）
までの土地を含まない土地とする。 

ⅴ　市街化調整区域となった際、自己の居住又は自己の業務の用に供する目的で土地の所有権

その他の権利を有していた者が、市街化調整区域となった日から 6ヵ月以内に届け出をした
もので、その目的に従って市街化調整区域となった日から 5年以内に建築し、又は建設する
もの。 

ⅵ  周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく
不適当と認められるもので、開発審査会の承認が得られたもの（政令第 36条第 1項第 3号ホ）。 

 

(6)  事前承認地内の建築行為 

線引き時点で宅地の造成工事が完了したもの又は造成中のものの経過措置として、知事から事前

承認を受けた土地における自己の居住又は業務用の建築物。 
 

(7)  建築物の高さの限度（市条例第 8条） 

建築物の高さの最高限度は、10メートルとするもの。 
ただし、法第 12条の 4第 1項第 1号に規定する地区計画を定めた区域内における建築物の高さ
の最高限度は、当該地区計画で定められた高さとし、規則で定める建築物の高さの最高限度は、

15メートルとする。 

(8)  建築基準法との関連（省令第 60条証明） 

建築基準法による確認を受けようとする者は、その計画が本条の規定に適合することを証する書

面を、確認申請書に添付しなければならない。 
なお、省令第 60条証明願には、「表５．３」の図書を添付しなければならない。 

（9）許可後の建築物に係る変更 
　　　法第 43条の許可を受けた後、建築物に変更を生じた場合、再度許可が必要となる場合がある。
事前に開発指導係に協議すること。 

    開発審査会へ提案する場合の基準は、法第 34条第 14号の規定の運用基準による
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 ［表５．２　建 築 等 の 許 可 申 請 書 添 付 図 書］

 図 書 の 名 称 明 示 す べ き 事 項 留 意 事 項

 
許 可 申 請 書 ・「4欄」には法令該当のみ記入

・連絡先の氏名、電話番号等を記入するこ 
　と 
・様式記載注意事項 P15を参照すること

 
付 近 見 取 図 ・敷地の境界　・方位、縮尺 

・道路、排水施設等周辺の公共施設

・敷地を朱書きで枠どりすること 
・縮尺 5,000分の 1以上 
・著作権に留意(ゼンリン地図等を使用する場合、
正本に複製許諾シールを貼付る。)

 

敷 地 現 況 図 
（ 配 置 図 ）

・敷地の境界 
・建築物の位置又は第一種特定工作物の位置 
・がけ及び擁壁の位置、安全性 
　（用途変更の場合は不要） 
・排水施設の位置、種類、能力 
・道路側溝、排水管の水の流れの方向を矢印
で明記し、凡例を記載。吐口の位置 

・放流先の名称 
・道路の位置及び幅員 
・敷地及び隣接地の地盤高 
・地盤の安定性 
・方位、縮尺 
・盛土規制法に係る工事の有無

・道路には公私道の別、路線名及び道路位置指
定を受けたものは指定番号年月日を記入する
こと 

・がけ、擁壁等のある場合は、敷地の横断面を
明示すること 

・浄化槽を設置するときは、その構造を明記す
ること 

・縮尺 300分の 1以上 
・図面作成者名を記載すること 
・敷地の境界線を朱線で表示し、官民境界線、
道路境界線、隣地境界線を明記すること 

・建物配置を図示し、その用途、建築面積、床
面積、最高高さを記載。 

・30㎝以上の造成がある場合は、造成面積を記
載すること

 建 築 物 平 面 図 ・建築面積、床面積、建蔽率及び容積率 
・構造、各室の用途　・方位、縮尺

・縮尺 300分の 1以上 
・図面作成者名を記載すること

 建 築 物 立 面 図 ・建築物の最高高さ ・図面作成者名を記載すること

 

法務局備付の地図 
（ 公 図 等 ）

・申請書正本には、申請日から原則３ヶ月以内
に法務局で取得した原本を添付すること 

・申請地を朱囲いすること 
・里道は赤、水路は青で着色すること 
・コピーを添付する場合は転写年月日、転写者
氏名記入すること

 敷 地 内 の 土 地 の 
登 記 事 項 証 明 書

・正本には、申請日から原則３ヶ月以内に法務
局で取得した原本を添付すること

 

周辺土地の調査書

・敷地の隣接地番を公図で確認し、町名・地番・
地目・地積・登記名義人の住所氏名の一覧表
を作成添付する(角(点)で接する土地も対象と
する) 

・調査年月日、調査場所、調査者の氏名を記載
する。 

・調査書に代わり、登記事項要約書でも可

 
面 積 求 積 図

・方位、縮尺 
・敷地の求積表 

・縮尺 300分の 1以上 
・図面作成者名を記載すること 
・道路後退箇所は申請敷地に含めること

 排水放流の同意書 ・排水に係る一次放流先の同意を得ること（土
地改良区等）

 
現 況 写 真

 
 

・申請区域を朱書きで枠どりすること 
・写真に番号を附し、配置図に写真番号と撮影
方向を明示する。

 
敷地内の土地所有者 
の同意書又は契約書

 
 
 
 
 
 

・登記上の所有者が申請者と異なる場合は添付
し、土地所有者が個人の場合は「同意年月日、
権利者の住所氏名」は全て自署とする。自署で
ない場合は実印の押印、印鑑証明書を添付

 
官 民 境 界 証 明 書

・隣接官地に境界杭・プレート標等があれば、
その写真を添付すれば可。測量図が世界測地
系に基づき作成されている場合は、測量図の
みでも可。

 

その他添付書類等

・埋蔵文化財調査課及び松江市上下水道局
と協議し、協議経過書（協議年月日、協
議先、協議者名、協議内容を記載。）を作
成添付する。 

・市長が必要と認める図書（第 4節の 3(事
務編 P42～P53)、同 6(事務編 P54～P65)
で定める書類等）
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７．申請書等の提出部数（市細則第 22条）  

法、省令又は市細則の規定により提出する書類の部数は次のとおりとする。 
①　申請書及びその添付図書                          正本 1部及び副本 1部 
②　市細則第 4条の規定による既存の権利の届出書      正本 1部及び副本 1部 
③　上記以外の届出書及びその添付図書                正本 1部 

 

８．租税特別措置法に基づく優良宅地認定制度 

（租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則） 
土地の譲渡益に対する税制は、短期土地譲渡益重課制度、一般土地譲渡益重課制度、特定長期譲渡

所得課税制度があり、土地の譲渡益については、重課等がなされる制度となっている。 
ただし、優良な宅地等の供給に資する土地の譲渡については、これら重課の免除や税率の軽減

を受けることができる。この優良な宅地の供給の一つに、優良宅地認定を受けた土地等の譲渡が

含まれており、市街化区域内の 1,000㎡未満及び都市計画区域外の 10,000㎡未満で開発許可の
技術基準（法第 33条）に準じたもので、認定を受けた宅地造成事業については、税制上の優遇
措置を受けることができる。 
ただし、短期土地譲渡益重課制度、一般土地譲渡益重課制度については、令和 8年 3月 31日

までは認定を受けなくても適用除外となっている。（詳細は税務署に確認すること。） 
 

　　　 
添付図書 
①設計説明書及び設計図（現況図・土地利用計画図・造成計画平面図・造成計画断面図・排水施

設計画平面図・給水施設計画平面図・がけの断面図・擁壁の断面図） 
②造成区域位置図（縮尺 5万分の 1以上、方位入） 
③造成区域区域図（縮尺 2千 5百分の 1以上、方位入） 
④造成区域内の土地の登記事項証明書 
⑤造成区域内の公図の写し 
⑥土地区画整理法（昭和 29年法律第 119号）第 2条第 1項に規定する土地区画整理事業（以下

  
□　短期土地譲渡益重課制度（特例措置：令和 8年 3月 31日まで適用停止） 
法人又は個人事業者が、短期所有（5年以内）の土地を譲渡した場合、通常の法人税又は事業
所得課税のほかに、土地譲渡益に対してさらに追加課税する制度。 

 
□　一般土地譲渡益重課制度（特例措置：令和 8年 3月 31日まで適用停止） 
法人が、長期所有（5年超）の土地を譲渡した場合に、その通常の法人税のほかに、土地譲渡
益に対してさらに追加課税する制度。 

 
□　特定長期譲渡所得課税制度（特例措置：令和 7年 12月 31日まで延期） 
個人（素地提供者）の長期所有（5年超）の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得に対して課
税する制度。


